
会計情報レポート

本稿では、2020年3月31日に企業会計基準委員会
（以下、ASBJ）から公表された改正企業会計基準第29

号「収益認識に関する会計基準」（以下、本改正会計
基準）及び改正企業会計基準適用指針第30号「収益認
識に関する会計基準の適用指針」（以下、本改正適用指
針）等について、前号（本誌2020年7月号）に解説
した概要を踏まえた実務上の論点を解説します。な
お、文中の意見にわたる部分は、筆者の私見であるこ
とをあらかじめ申し添えます。

1. 表示
（1）顧客との契約から生じる収益の表示科目等
改正会計基準等では、顧客との契約から生じる収益
を適切な科目をもって損益計算書に表示することとさ
れました。これまでの実務慣行等を踏まえると、財の
販売から生じる収益を「売上高」、サービスの提供か
ら生じる収益を「役務収益」、代理人として獲得する
収益を「手数料収益」などすることが考えられますが、
表示科目を決定するための具体的な指針は示さないこ
ととされています（本改正会計基準155項）。このため、
実務上は、各企業において、実態に応じた適切な表示
科目を検討しておくことが必要になると考えられます。
また、顧客との契約から生じる収益については、それ
以外の収益と区分して損益計算書に表示するか、注記
を行うこととされています（本改正会計基準78-2項、

本改正適用指針104-2項）。ここで、本改正会計基準
における顧客との契約から生じる収益には、本改正
会計基準等の適用対象外となる企業会計基準第13号
「リース取引に関する会計基準」（以下、リース会計
基準）の範囲に含まれる取引等（本改正会計基準3項
（1）～（7））は含まれません（本改正会計基準156項）。
従って、これらの取引と顧客との契約から生じる収益
の区別について論点になることが考えられます。
例えば、不動産賃貸業等で、従来、リース会計基準
の対象となる不動産賃貸と本改正会計基準の対象とな
る物件の管理サービスを同時提供し、請求書について
も合算で発行しているような場合等には、本改正会計
基準の対象となる取引とリース会計基準の対象となる
取引を区別して把握することが必要になる場合がある
と考えられます。

（2）顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合の
取扱い
本改正会計基準では、顧客との契約に重要な金融要
素が含まれる場合には、損益計算書上、金融要素の影
響を区分して表示することとされました（本改正会計
基準78-3項）。実務上は、販売から支払までの期間が
通常の販売取引に比べて長く設定されている場合や前
受取引等においても、重要な金融要素が含まれている
場合等が考えられます。このような場合には、損益計
算書上の区分表示が必要となりますが、他の受取利息
又は支払利息と合算して表示することは認められると
考えられます。なお、その場合であっても追加的な注
記は求められていないと考えられます（本改正会計基
準157項）
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（3）契約資産、契約負債又は顧客との契約から生じた
債権に関する取扱い
契約資産、契約負債又は顧客との契約から生じた債
権を適切な科目をもって貸借対照表に表示するかそれ
ぞれの残高を注記することが求められています（本改
正会計基準第79項、本改正適用指針第104-3項）。
実務上、検討が必要となる論点としては、契約資産
と顧客との契約から生じた債権の区別や、契約負債と
金融負債の区別等が挙げられます。
例えば、工事契約等一定期間にわたり収益が認識さ
れる取引において、履行義務の充足と関連しない中間
金の支払いが行われるような場合があります。
ここで、契約資産と顧客との契約から生じた債権は、
企業が顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取
る対価に対する企業の権利のうち無条件のものである
か否かにより区分されます（改正会計基準10項、12

項）。このため、このような場合には、すでに提供し
た財又はサービスに対応する中間金のうち、請求済未
入金の部分は、顧客との契約から生じた債権となる一
方で、いまだ充足されていない履行義務に対応するも
のは、契約負債として区分して集計することが求めら
れる場合が考えられます。従来、これらを区分して管
理していない場合には、集計、管理するために、シス
テム対応等も含めた体制の確保が求められる場合があ
るため留意が必要です。

2. 注記事項
（1）重要な会計方針の注記
本改正会計基準において、顧客との契約から生じる
収益に関する重要な会計方針として、次の項目を注記
するとされています（本改正会計基準第80-2項、第
80-3項）。

従来の実務においては、収益認識に関する会計方針
の注記は、代替的な基準がある場合の収益の認識基準
（企業会計原則注解（注2））など、限定的なものに留
まっていたものと考えられますので、多くの企業にお
いて追加的な開示が必要になるものと考えられます。
特に複数の事業がある場合には開示対象とする履行義
務の内容や、履行義務を充足する通常の時点の開示対

象や内容については慎重な検討が必要になるものと考
えられます。

（2）収益認識に関する注記
①収益の分解表示
当期に認識した顧客との契約から生じる収益を、収
益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不
確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に分解
した情報を注記することとされています（本改正会計
基準第80-11項、本改正適用指針第106-3項）。
区分の方法としては、財又はサービスの種類、地理
的区分又はサービスの移転時点が例示されていますが、
セグメント情報の開示を行っている企業は、報告セグ
メントについて開示する売上高との関係を財務諸表利
用者が理解できるようにするための十分な情報となっ
ているか検討する必要があります。また、前号での解
説のとおり、決算発表資料等で提供されているより詳
細な収益の分解に関する情報を、その開示目的に照ら
してどのように開示すべきかを検討する必要がありま
す。次ページ＜表1＞に示した適用指針における開示
例は、収益の合計23,000百万円を、主たる地域市場、
主要な財又はサービスのライン、収益認識の時期によ
り分解した情報をセグメントごとに開示しています。
これらの例示はチェックリスト又は網羅的なリストと
して利用されることは意図されていないことから（本
改正適用指針190項）、各企業の判断において分解す
る区分を決定する必要がある点には留意が必要です。
検討の結果、従来収集していなかった情報が必要と
なる場合、企業内の各部門や子会社から収集できる体
制を整備する必要があることも考えられるため、早期
にどのような分解情報を開示するのかについて検討し
ておくことが望ましいと考えられます。

②収益を理解するための基礎となる情報
基礎となる情報については、詳細な例示項目が次
ページ＜表2＞のとおり、改正会計基準に示されてい
ます。どのような注記をするかについては、開示目的、
すなわち、顧客との契約から生じる収益及びキャッ
シュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性を財務
諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報
であるかに照らして判断することになりますが、いず
れも会計処理の検討と合わせて検討すべき事項である
と考えられます。例えば、重要な支払条件に関する情
報の注記検討の過程で、変動対価に該当する支払条件

①企業の主要な事業における主な履行義務の内容
②企業が当該履行義務を充足する通常の時点（収益を
認識する通常の時点）

③上記①及び②以外に重要な会計方針に含まれると判
断した内容

情報センサー Vol.157 Aug-Sep 2020　　3



会計情報レポート

が判明する場合など会計処理についても新たな論点が
生じることもあり得ますので、早期に検討しておくこ
とが望まれます。

③当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
詳細な注記事項については、前号の解説をご参照く
ださい。本稿では、特に実務上の論点と開示例につい
て、解説します。

ⅰ）契約資産及び契約負債の残高等
この中で、当期中の契約資産及び契約負債の残高に
重要な変動がある場合には、その内容の注記が求めら
れており（本改正会計基準80-20項（3））、必ずしも定
量的情報が求められているわけではありませんが、変
動の例示として、本改正適用指針106-8項に以下が
示されています。これらを踏まえて残高の変動が重要
であるかの判断基準を設定しておく等が実務上の課題
として考えられます。

基礎となる情報 注記事項の例示

契約及び履行義務に関する情報

履行義務に関する情報

財又はサービスが他の当事者により顧客に提供されるように手配
する履行義務

返品、返金、その他の履行義務

財又はサービスに関する保証及び関連する義務

重要な支払条件に関する情報

通常の支払期限

対価に含まれる変動対価の内容

変動対価の見積りが制限される場合の内容

重要な金融要素の内容

取引価格の算定に関する情報 取引価格を算定する際の見積方法、インプット及
び仮定に関する情報

変動対価の算定

変動対価の制限の評価

重要な金融要素における金利相当分の調整

現金以外の対価の調整

返品、返金その他類似の義務の算定

履行義務への配分額の算定に関する情報 取引価格を履行義務に配分する際に用いた見積方
法、インプット及び仮定に関する情報

約束した財又はサービスの独立販売価格の見積り

契約の特定の部分に値引きや変動対価の配分を行っている場合の
取引価格の配分

履行義務の充足時点に関する情報

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点） 

一定の期間にわたり充足される履行義務について、収益認識のために使用した方法及び当該方法が財又はサービスの
移転の忠実な描写となる根拠 

一時点で充足される履行義務について、約束した財又はサービスに対する支配を顧客が獲得した時点を評価する際に
行った重要な判断 

本会計基準の適用における重要な判断 本会計基準の適用における判断及び判断の変更のうち、顧客との契約から生じる収益の金額及び時期の決定に重要な
影響を与えるもの 

▶表2　基礎となる情報の例示

▶表1　分解情報開示例 （単位：百万円）
セグメント 消費者製品 輸送 エネルギー 合計

主たる地域市場
　日本 1,980 4,500 10,500 16,980
　中国 600 1500 2,000 4,100
　アメリカ 1,400 520 － 1,920

3,980 6,520 12,500 23,000
主要な財又はサービスのライン
　事務用品 2,000 － － 2,000
　器具 1,980 － － 1,980
　自動車 － 6,520 － 6,520
　発電所 － － 12,500 12,500

3,980 6,520 12,500 23,000
収益認識の時期
一時点で移転される財 3,980 6,520 － 10,500
一定の期間にわたり移転されるサービス － － 12,500 12,500

3,980 6,520 12,500 23,000

（出典：本改正適用指針開示例をもとに筆者が作成）
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• 企業結合による変動
• 進捗

ちょく

度の見積りの変更、取引価格の見積りの見直し
又は契約変更等による収益に対する累積的な影響に
基づく修正のうち、対応する契約資産又は契約負債
に影響を与えるもの

• 対価に対する権利が無条件となるまでの通常の期間
の変化

• 履行義務が充足されるまでの通常の期間の変化

ⅱ）残存履行義務に配分した取引価格
当期末時点で未充足（又は部分的に未充足）の履行

義務に配分した取引価格の総額及びその金額をいつ収
益として認識すると見込んでいるかについて、定量的
情報（＜設例1＞＜設例2＞）のような開示例が用意
されています。
また、定性的情報（＜設例3＞）を使用した方法に

より注記することも考えられます。ただし、履行義務
が当初に予想される契約期間が1年以内の契約の一部
である場合等、一定の場合には注記しないことが認め
られています。
残存履行義務に配分した取引価格は、以前から非財

（前提）
① A社は、X1年6月30日に、サービスを提供するためにB社（顧客）と2年の解約不能期間を有する契約を締結する。
② A社は、経過期間に基づいて、履行義務の充足に係る進捗度を見積もる。
③ A社は、清掃サービス及び芝生のメンテナンス・サービスを、今後2年間にわたり、最大で1カ月に4回、必要に応じてB社に提供する。
④ B社は、両方のサービスに対して1カ月当たり10千円の固定価格を支払う。

（注記例） （単位：千円）

X2/12/31 X3/12/31 合計
X1年12月31日現在でこの契約に関して認識
されると見込まれる収益 120（＊1） 60（＊2） 180

（＊1）120千円＝10千円×12カ月
（＊2）60千円＝10千円×6カ月

▶設例1　残存履行義務に配分した取引価格の注記（経過期間に基づいて進捗度を見積もっている場合（固定対価））

（出典：本改正適用指針開示例をもとに筆者が作成）

（前提）
①①、②は＜設例1＞と同一
② A社は、今後2年間にわたり必要に応じて清掃サービスを提供する。
③ B社は、1カ月当たり20千円の固定対価に加えて、B社の施設の規制上の審査及び認定に対応する0円～200千円までの範囲の業績
ボーナスを支払う。
A社は、業績ボーナスに関して、変動対価168千円に対する権利を得ると見積もっており、変動対価の見積額168千円を取引価格
に含める。

（注記例） （単位：千円）

X2/12/31 X3/12/31 合計
X1年12月31日現在でこの契約に関して認識
されると見込まれる収益 324（＊1） 162（＊2） 486

（＊1）取引価格＝648千円（20千円×24カ月＋変動対価168千円）648千円を24カ月に
わたり均等に認識する（1年当たり324千円）。

（＊2）324千円×（6カ月÷12カ月）＝162千円

（出典：本改正適用指針開示例をもとに筆者が作成）

▶設例2   残存履行義務に配分した取引価格の注記（経過期間に基づいて進捗度を見積もっている場合（変動対価））

① A社は、B社（顧客）とX2年1月1日に5,000百万円の固定対価で商業ビルを建設する契約を締結する。
② A社は、当該ビルの建設は、一定の期間にわたり充足する単一の履行義務であると判断している。
③ X2年12月31日現在、A社は1,500百万円の収益を認識している。A社は、X3年に当該ビルの建設が完了すると見積もっているが、

X4年の前半になる可能性もあると判断している。

（注記例）
X2年12月31日現在、商業ビルの建設に係る残存履行義務に配分した取引価格の総額は3,500百万円である。当社は、当該残存履行
義務について、当該ビルが完成するにつれて今後12カ月から18カ月の間で収益を認識することを見込んでいる。

（出典：本改正適用指針開示例をもとに筆者が作成）

▶設例3   残存履行義務に配分した取引価格の注記（定性的情報による注記）
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務情報において「生産・受注及び販売の実績」に開示
されている受注残高等の開示と類似していると考えら
れますが、本改正会計基準等の定めに従って算定され
る必要がある点は、実務上の論点となることが考えら
れます。
例えば、取引慣行として口頭による内示や発注が行
われる業界においては、本改正会計基準等の適用にお
いて契約の識別時点の判断によって会計処理だけでは
なく、注記の金額も影響を受ける場合があり得るため、
情報収集プロセスについて検討することが重要になり
ます。

2020年6月12日に、金融庁から「財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す
る内閣府令」が公布され、本改正会計基準等への対応
が図られています。主な改正内容は、＜表3＞のとお
りです。

本改正会計基準においては、前述のとおり、表示科
目の検討だけではなく、注記事項の拡充に伴い連結子
会社からの情報収集を含め、開示プロセスの検討が求
められることになると考えられます。
すでに会計処理に関する検討はある程度進んでいる
企業が多いとは考えられますが、開示の検討を通じて
新たな論点が判明するようなこともあり得ます。従っ
て、可能な限りは早い段階で、開示に関する要求事項
を把握するとともに、開示に関する方針決定、トライ
アルを通じて原則適用までに対応すべき事項を明確に
しておくことが重要です。

会計情報レポート

項目 主な内容

「収益認識に関する注記」の拡充 顧客との契約から生じる収益について、投資者その他財務諸表の利用者の理解に資するものを注記

契約資産及び契約負債の新設等 受取手形及び売掛金の定義が変更され、契約資産及び契約負債の定義を新設

棚卸資産及び工事損失引当金の表示方法 同一の工事契約に関する棚卸資産と工事損失引当金がある場合の規定の引継

売上高の表示方法の変更 「顧客との契約から生じる収益」を「それ以外の収益」と区分して記載するか、注記

営業外費用から「売上割引」の削除 営業外費用に属する費用の区分から「売上割引」を削除

▶表3　改正の主な内容

Ⅲ　財務諸表規則等の改正

Ⅳ　おわりに

6　　情報センサー Vol.157 Aug-Sep 2020


